
川崎市上下水道局規程第２０号 

 川崎市上下水道局企業職員被服貸与規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

  令和８年３月３１日 

川崎市上下水道事業管理者 白 鳥 滋 之 

 

川崎市上下水道局企業職員被服貸与規程の一部を改正する規程 

 川崎市上下水道局企業職員被服貸与規程（昭和４３年川崎市水道局規程第２

１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１から別表第５までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


